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第４次函館市地域福祉計画《概要版》 H31.1.18調整

６ Ⅱ－２ 既存計画等との関係

本市においては，まちづくりの指針として函館市総合計

画基本構想があり，その他の個別計画として高齢者および

障がい者福祉，子ども・子育て支援ならびに健康づくりに
関する計画等を策定し，目標値の設定やサービス提供体制

の整備等を図るとともに地域の支え合いを推進してきた。

本計画は，これらの個別計画を内包する上位計画として

位置付けられ，数値的な目標等については個別計画で進捗
管理することとし，個別計画では網羅できない課題への対

応や取り組むべき方向性についてまとめたもの。

７ Ⅲ－１ 函館市の現状

①人口と高齢化率等の状況

本市の人口は減少傾向にあり，2025年には約234千人にな

ると推計されている。高齢者数（65歳以上）は，2020年を
ピークに減少に転じるが，高齢化率は上昇を続け，全国お

よび全道と比較しても高い割合で推移し，認知症高齢者数

についても増加すると推計されている。

②世帯の状況
本市の世帯数は， 2005年をピークに減少に転じたが，

一世帯あたりの人員は 1 9 7 0年 以降減少が続いており，

核家族化が進行している。また，高齢者世帯の割合も増加
しており，30年前の約３倍となっている。

③町会加入率の状況

本市の町会加入率は，年々減少しており， 2018年では
54.9％になっている。

34,794 31,064 27,730 27,062 26,278 25,548 25,035 24,433 21,387 

193,231 174,800 155,628 151,688 148,188
144,425

141,703 
138,830 

125,929 

69,255
76,225

85,721 87,389 88,635 89,527 89,705 89,707 
87,121 

297,280
282,089

269,079 266,139 263,101 259,500

256,443
252,970

234,437

23.3 

27.0 

31.9 32.8 33.7 34.5 

35.0 35.5 
37.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2025年

函館市の人口と 高齢化率

年少人口（ ０ ～14歳） 生産年齢人口（ 15～64歳）

老年人口（ 65歳以上） 高齢化率

（人） （％）

10,543 10,901 11,052 11,293 11,459 11,620 12,477

12.3 12.5 12.5 12.6 12.8 13.0 

14.3 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2025年

認知症高齢者等の推移と推計

認知症高齢者等の人数 高齢者に対する認知症高齢者等の人数の割合

（人） （％）

２ Ⅰ－３ 地域福祉とは何か

地域に暮らす人たちが自らの意思で結びつきを
強め，社会的孤立や排除をなくし，誰もが平等で，お
互いの個性や特性を認め合いながら，地域生活課題の
解決に向けた取組みを継続して行うこと。

３ Ⅰ－４ 計画の位置付け

本計画は社会福祉法第 107条に規定されている，

「市町村地域福祉計画」に位置付けられるものであり，

さらに成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条

に基づく，市町村における「成年後見制度利用促進基

本計画」を包含するものとする。

４ Ⅰ－５ 計画の期間

計画期間は，2019年度から2028年度までの10年と
する。計画期間の中間年には，前期の関連施策の実施
状況などを確認しながら，後期における施策の推進へ
の参考とするために評価を行うこととし，評価にあた
っては，社会情勢の変化やその他の状況を踏まえ総合
的に判断する。

５ Ⅱ－１ 函館市福祉のまちづくり条例との関係

函 館 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 の 目 的 と し て ，
「すべての市民が安心して日常生活を営み，自らの意
思で自由に行動し，真に豊かで，ゆとりと生きがいの
ある地域社会を築き上げていくため，あらゆる分野に
おいて障壁のないまちづくりに取り組んでいかなくて
はならない」としており，その達成には，個人の特性
や多様性を認め合い，住民が相互に支え合い，連携し
合うことのできる仕組みづくりが不可欠であることか
ら，本計画と函館市福祉のまちづくり条例がめざす
姿は同じものである。

１ Ⅰ－１ 計画策定の背景と趣旨

少子高齢・人口減少という課題に直面するなか，

地域で相互に支え合う意識や連帯感の希薄化が進み，

またインターネット等の普及により，価値観の多様化

や世代間に意識の違いが広がるなど，地域社会を取り

巻く環境は大きく変化している。

さらに，引きこもりや支援拒否などによる社会から

の孤立，虐待，暴力などの社会問題や，ダブルケアや

８０５０問題のような複合化・複雑化した課題など，

従来の相談体制では対応が困難な，課題が生じてきて

いるため，行政・地域住民等が問題意識を共有しなが

ら連携し「地域共生社会」の実現に向けた取組を進め

るため，第４次函館市地域福祉計画を策定する。
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９ Ⅳ－１ 地域福祉計画の基本理念

これまでは，国が策定指針で示してきた，「住民参加」，「共に生
きる社会づくり」，「男女共同参画」，「福祉文化の創造」の４つを基
本理念として掲げ，地域福祉の推進を図ってきたが，今回，さらに
社会的孤立や排除をなくし，誰もが役割を持ち，共に支え合うこと
ができる「地域共生社会」の重要性が国から示された。
この「地域共生社会」の実現には，地域住民等，支援関係機関お

よび行政が今まで以上に連携・協働する必要があることから，本計
画では，これまで掲げていた４つの理念を踏まえ，さらに「地域共
生社会」実現に向けた取組を進めるため，誰もがわかりやすい表現
に改めた。

・基本理念 「みんなで創る地域共生社会」
～誰もが笑顔で自分らしく暮らせる地域づくり～

(3)地域福祉計画策定委員会

・2018年（平成30年）５月～11月まで計５回開催
地域支援関係，サービス提供事業者関係，教育関

係，子ども・子育て関係，障がい者関係，雇用関係，
まちづくり活動関係，一般公募 計19名

８ Ⅲ－２ 計画策定のための取組み

(1)地域福祉懇談会（平成29年度）
地域福祉の理念の普及に努めるとともに，地域福祉活

動の取組状況や課題について地域住民等との意見交換を
行うため開催した。

・開催時期 2017年（平成29年）７月～12月

・開催方法 高齢者の日常生活圏域10圏域での開催を基
本に，東部４支所管内は地区ごとに分けるな
ど全14回開催した。

・参 集 者 地域住民等，地域包括支援センター，地域
福祉コーディネーター，学校関係者 など

【主な意見】

地域福祉活動では，担い手の高齢化や後継者不足に

より活動を縮小せざるを得ない状況や，役員と特定の

参加者のみでの集まりが多く，世代間の交流ができてい

ないことなどが，多くの地域で意見として出された。

また，支援が必要と思われる方の早期発見や支援拒否

については，アウトリーチの実施，訪問を希望しない高

齢者等については，家の様子を気にかけるなどの方法が

有効との意見もあった。

(2)地域福祉に関する意識調査

・実施時期 2018年（平成30年）５月～７月
・調査対象 一般 20歳以上60歳未満の市民を無作為抽出

2,000名
60歳以上の町会加入の市民183町会×6名

1,098名
計3,098名

学生 市内の高校・大学・専門学校生 105名
企業 従業員数30名以上の市内事業所

150事業所
・回 収 率 一般 1,224名（回答率 39.5％）

学生 96名（回答率 91.4％）
企業 84事業所（回答率 56.0％）

【調査の分析】

①近所に住んでいる方への関心や望ましいと思う関係性

ついて，世代間による考え方の違いが表れており，年齢

が低くなるほど軽い付き合いを望んでいる。また，年齢

が低い世代は，ボランティアや地域活動に参加しない理

由として，時間的な余裕がないことのほか，活動に関す

る知識や情報，始めるきっかけがないことを挙げており，

情報提供やきっかけづくりの必要性が明らかになった。

②企業における地域貢献活動への取組については，

約８割の企業が何らか地域貢献活動に取り組んでおり，

多くの企業が行政，市民団体等との協働を望んでいると

の結果が出ている。

①あなたは，隣近所との付き合いでどのような関係が ②貴社が地域貢献活動に取り組む場合，どのような形態
一番良いと思いますか？ が良いと思いますか？
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10 Ⅳ－２ 地域福祉計画の基本目標
基本理念実現のため，地域福祉懇談会や意識調査で把握した市の

現状などを勘案したうえで，地域福祉を推進するために必要な３つ
の基本目標を定めた。

・基本目標１ 人と人がつながる地域づくり

少子・高齢化の傾向が今後も進むと見込まれているなか，世代間
交流の重要性が地域福祉懇談会で課題として挙げられ，意識調査で
は，年齢が低くなるほど「隣近所にどのような人が暮らしているの
か知らない」や「隣近所とは軽い付き合いを望んでいる」といった
回答の割合が高くなるなど，地域のつながりが薄れていくことが懸
念されている。
そのため，世代を問わず地域住民等のつながりを築くことが，地

域生活課題の把握や住民主体による課題解決に結びつくと考えられ
ることから，「人と人がつながる地域づくり」を１つ目の基本目標
に定める。

・基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり

高齢者世帯の増加など日常的な見守りや支援が必要な世帯が増え
ていくと考えられるが，意識調査では，「地域の中で何らかの手助
けが必要な世帯が増えている」ことが地域生活課題として多く挙げ
られ，また地域福祉懇談会においても支援が必要と思われる方の早
期発見や支援拒否に対する対応について意見が出されている。
地域の中で不安や課題を抱えている方に必要な支援を届けるため

には，地域住民等がそれらの課題を早期発見し解決を図るとともに，
地域住民等，支援関係機関および行政がそれぞれの役割を理解し連
携を図ることで，必要な支援につなげる仕組みが必要なことから，
「安心して暮らせる地域づくり」を２つ目の基本目標に定める。

・基本目標３ 誰もが参加できる地域づくり

地域生活課題が多様化し，支援を必要とする方が増加すると考え
られるなか，地域福祉懇談会では地域での交流や支え合いの不足に
対する懸念が出され，意識調査では年齢が低くなるほどボランティ
ア等への参加が少ないことがわかる。
また，地域福祉活動には，交流の場やボランティア等に参加する

ことばかりではなく，近所の高齢者世帯の様子を気にかけるなど，
身近でできる取組みも数多くある。
こうした活動に主体的に取り組む地域住民等を増やすためには，

地域福祉に対する意識の醸成を図るとともに，誰もが活動に参加し
やすい環境づくりが重要なことから，「誰もが参加できる地域づく
り」を３つ目の基本目標に定めた。
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11 Ⅳ－３ 施策の体系図
施 策 の 方 向 性

住民主体で行われているサロンや会食会などの活動は，誰もが気軽に参加でき，地域住民等が集う重要な拠点となっているこ
とから，これらの拠点づくりを推進するとともに，活動の場として地域にある既存施設等の活用の促進を図る。

町会役員や民生委員・児童委員等が高齢化等により，将来的な地域福祉活動の継続が難しくなってきていることから，企業と
の協働等やＮＰＯ法人等との連携を検討するとともに地域福祉コーディネーターの効果的な活用等を図る。

様々な地域生活課題について，地域住民等が分野に関わらずどの窓口に相談しても適切な支援につながるよう，支援関係機
関の連携の強化を図るとともに，災害時における避難行動要支援者への適切な支援に取り組む。

公的な福祉サービスには馴染まないちょっとした困りごとや，分野ごとの連携が必要な複合的な課題に対応するため，それらの
課題の早期把握に努めるとともに，引きこもりの方への居場所づくりなどの支援や障がい者への差別解消に向けた啓発活動に
取り組む。

認知症高齢者等の日常生活の支援や権利擁護，また障がい者や子どもを含む虐待の防止への対応を推進するため，成年
後見センターの体制強化や虐待防止における支援関係機関の連携の強化を図る。

※函館市成年後見制度利用促進基本計画において取組む施策

・地域連携ネットワークの構築
・市民後見人の育成・活動の推進
・函館市成年後見センターの機能強化
・成年後見制度の利用支援

社会的な孤立や情報が得られないなどにより，必要な福祉サービスを受けられない方を適切な支援につなげるため，地域住民
等に対し見守り活動の重要性についての普及・啓発を図るとともに，指導監査体制の強化や福祉サービス苦情処理制度の適切
な運用を図りサービスの質の向上に努める。

生活困窮者自立支援法に基づいた各種支援を，生活保護に至る前の段階から関係機関との連携を図り行うとともに，制度の
適切な運営に努める。

「函館市自殺対策行動計画」を策定し，計画に基づいた施策を展開することで，自殺防止対策の推進を図る。

地域住民等に対する意識の醸成を図るため，子どもや若い世代における福祉教育の実施や地域福祉懇談会の開催のほか，
ノーマライゼーション推進事業等により障がい者への理解を深めるなど，引き続き啓発に取り組む。

地域福祉活動における新たな担い手を確保するため，各種ボランティアの養成や活動の中核を担える人材の確保に努めるとと
もに，日常生活の中での健康管理や介護予防等の指導により高齢者の積極的な社会参加を促す。

あらゆる世代に等しく地域福祉に関する情報を提供するため，「市政はこだて」や出前講座，ＳＮＳなどを積極的に活用し，地域
住民等が活動に参加しやすい環境整備を図る。
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地域住民等と支援関係機関の連携

基本施策１－１

基本施策１－２

基本施策１－３

制度の狭間の課題への対応

権利擁護に対する支援

適切な福祉サービスの提供

生活困窮世帯への支援

自殺防止のための対策

基本施策２－１

基本施策２－２

基本施策２－３

基本施策２－４

基本施策２－５

積極的な情報発信

地域福祉に対する意識の醸成

新たな人材の養成
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基本施策３－２
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